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お支払いする場合
■脳梗塞のため入院して、脳血管塞栓摘出術を受けたケース。
➡施術の部位・内容・種類等を問わず60日の間に1回の給付を限度としてお支払い
します。

お支払いできない場合
■外来で内視鏡的大腸ポリープ切除術を受けたケース。
➡「入院日数が1日以上の入院中に受けた手術」ではないため、
　  お支払いできません。

■交通事故によるケガで入院して骨折観血的手
術を受け、自賠責保険（自動車損害賠償責任保
険）の適用を受けたケース。
➡自賠責保険（自動車損害賠償責任保険）が
適用された入院中の手術は公的医療保険
の給付対象とならないため、お支払いで
きません。

事例
7
入院時手術給付金のお支払い
（公的医療保険適用の有無、60日に1回の給付限度など）

「入院時手術保障特約（2021）」
は、「入院時手術保障特約」の
支払事由を拡大し、自由診療
や労災保険（労働者災害補償
保険）などの場合も支払対象
としました。

「入院時手術保障特約（2021）」
の場合は 〇 となります

のうこうそく

外
来
時
手
術
保
障
特
約
の
例

お支払いする場合
■外来で内視鏡的大腸ポリープ切除術を受けたケース。
➡公的医療保険制度の対象となる手術を入院を伴わずに受け、かつ手術を受けた
日の療養に係る診療報酬点数の合計が2,000点以上（※1）の場合にお支払い
します。

（※1）「療養に係る診療報酬点数」の確認方法については、23ページの「領収証見本」を参照ください｡

お支払いできない場合
■白内障治療のため左目の手術を受け、その10日後に右目の手術を受けたケース。
➡施術の部位・内容・種類等を問わず1回目の手術日から60日の間に1回の給付を限
度としてお支払いしますので、2回目の手術はお支払いできません。

■骨折して入院し、入院中に手術を受けたケース。
➡「入院を伴わない手術」ではないため、お支払いできません。

■虫歯治療のためや、親知らずの摘出のための抜歯術を受けたケース。
➡悪性新生物（がん）・上皮内新生物を直接の原因としない歯、歯肉、歯槽骨の治療に
ついては、お支払いできません。

■通勤中のケガにより外来で手術を受け、労災
保険（労働者災害補償保険）の適用を受けた
ケース。
➡労災保険（労働者災害補償保険）が適用され
た外来の手術は公的医療保険の給付対象と
ならないため、お支払いできません。

事例
8
外来時手術給付金のお支払い
（公的医療保険適用の有無、60日に1回の給付限度など）

「外来時手術保障特約（2021）」
は、「外来時手術保障特約」の
支払事由を拡大し、自由診療
や労災保険（労働者災害補償
保険）などの場合も支払対象
としました。

「外来時手術保障特約（2021）」
の場合は 〇 となります

■ 「外来時手術保障特約」と「外来時手術保障特約（2021）」では、「お支払いする場合」が異
なります。

特約名【特約付加・更新日】

外来時手術保障特約
［2021年1月1日以前］

外来時手術保障特約（2021）
［2021年1月2日以降］

・公的医療保険適用の場合
 （事例１の（※）を参照ください） 〇 〇
・自由診療の場合
・労災保険（労働者災害補償保険）・自賠責保険（自動

車損害賠償責任保険）・公的介護保険適用の場合
・公的医療保険制度の被保険者資格を喪失してい

る場合
など

× 〇
※診療報酬点数表に「手数料」（1,000点以上に限る）または「放射線治療料」の算定対象として列挙されている

手術、放射線治療が対象

解説

※
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領収証見本

①病院または診療所から発行された領収証

・手術または放射線治療を受けたときは、通常、診療報酬点数表による手術料ま
たは放射線治療料が算定され、病院または診療所が発行する領収証に記載され
ます。

この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。

②薬局から発行された領収証

外来時手術給付金をお支払いする場合
の「手術を受けた日の療養に係る診療
報酬点数の合計額が2,000点以上｣の
点数は赤枠の部分の合計で判定します｡

入院をされた場合には「入院」、入院
を伴わない場合には「外来」と表示さ
れます。

手術または放射線治療を受けた場合、
手術料または放射線治療料として、
点数が記載されます。

■ お支払いの対象となる「先進医療」は、厚生労働大臣が「先進医療」として認める医療技術・
適応症（対象となる病気・ケガ・それらの症状）・実施する医療機関に該当している場合に限
ります。

■ お支払いの対象となる「先進医療」は、被保険者が治療を受けた時点のものとなります。

お支払いできない場合
■厚生労働大臣が「先進医療」として実施することを認めていない病院で、先進的
な医療を被保険者が受けたケース。
➡医療技術名や適応症が「先進医療」の要件に該当していても、医療機関が要件
を満たしていないため、お支払いできません。

お支払いする場合
■厚生労働大臣が「先進医療」として認める医療技術・適応症を所定の基準を満た
す医療機関で、被保険者が受けたケース。

解説
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事例
9
先進医療給付金のお支払い
（対象となる先進医療）

•医療技術名が厚生労働大臣が認めるものと同じでも、適応症や実施する医療機関
の要件を満たしていない場合には、「先進医療給付金」のお支払いはできません。
例えば、「患者申出療養（※）」として身近な医療機関で先進的な医療を受けた場合
でも、「先進医療給付金」のお支払いはできません。
（※）患者の申し出により、先進的な医療を身近な医療機関で迅速に受けられるようにする制度

です。

•先進医療保障特約は、ご契約の時期により、お支払限度額などが異なります。
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